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第５回 北海道ケアラー支援有識者会議 議事録 
 

開催日時 令和３年 10 月 26 日（火）10:00～12:00 
開催場所 かでる２．７ １０７０会議室 

 

発言者 発言要旨 

事務局 

(杉本課長) 

定刻となりましたので、ただいまから第 5 回北海道ケアラー支援有識者会議を開催い

たします。本日は大変お忙しい中、会議にお集まりいただきまして、厚く御礼を申し上

げます。 

本日の資料につきましては、先日皆様にメールで送付させていただいております。 

現在、前回いただきましたご意見などを参考にさせていただき、支援条例策定に向け

た検討を進めております。 

今回の会議につきましては、前回の会議でいただきましたご意見をもとに整理をいた

しました私どもの取組について、具体的なご意見を頂戴したいと思っております。 

お手元の資料でございますけれども、会議次第の他、資料 1「第 4 回有識者会議にお

ける論点整理」、資料 2「ケアラー支援に必要と思われる取組」の 2 種類でございます。

資料に不備などございましたら、挙手をお願いします。よろしいでしょうか。 

次に本会議でございますが、公開となっております。会議の議事録と資料は後日ホー

ムページで公表する予定でおりますので、お知らせをいたします。 

それでは開催にあたりまして、高齢者支援局長の吉田よりご挨拶を申し上げます。 

事務局 

（吉田局長） 

おはようございます、吉田でございます。 

本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。 

本日で第 5 回目の会議ということになります。前回の会議の後に、第 3 回北海道議会

定例会が開催されまして、そこで知事から、ケアラーの支援に関します条例の制定につ

いて意思表明をさせていただいたところでございます。 

現在事務方では、条例制定に向けた作業を進めているところです。 

皆様方からもこの後、ご意見を伺いながら条例を制定させていただきたいと考えてお

り、何よりも具体的な支援をどのようにやっていくか、効果的にやるにはどうすれば良

いのか、私どもではわからないことや疑問点が多くございますので、今回もそういった

視点からご意見をいただきたいと思っております。 

そしてできるものはすぐにでも着手をし、時間をかけて議論をしなければいけないも

のは、そういう形でやりながら、いずれにしても早く支援に繋がるように頑張っていき

たいと思いますので、引き続きご協力のほどよろしくお願いいたします。 

事務局 

（杉本課長） 

それでは、ここから中村座長に会議の進行をお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

中村座長 中村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

第 5 回目になりました。それでは、今日の次第を確認させていただきます。 

本日の議題でございますが、1 点目につきましては、第 4 回有識者会議における論点

整理となってございます。前回、事務局から示された検討の方向性につきまして、委員
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の皆様方からご意見をいただき整理をさせていただいた内容が、資料 1 になってござい

ます。 

そして次に、ケアラー支援に必要と思われる取組として、こちらにつきましても、皆

様方からのご意見を参考に、北海道としての方向性として整理したものというもので、

その中で必要と思われる取組を例示した内容となってございます。 

それでは、まず第 4 回有識者会議における論点整理について、事務局より説明をお願

いいたします。 

事務局 

(北山課長補

佐) 

高齢者保健福祉課の北山です。私の方から資料のご説明をさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。資料 1 をご覧ください。 

こちらは第 4 回有識者会議における論点整理としてまとめさせていただきました資

料で、委員の皆様よりいただいたご意見を区分に分けて、整理させていただいたもので

す。 

また、今後のケアラー支援に向けた取組を検討する上でのポイントと思われる部分

に、下線を引かせていただいておりますので、その部分を中心にご説明させていただき

ます。 

まず一つ目の区分「ケアラーの支援を進めていくための視点」の部分ですが、こちら

はいただいたご意見としましては、「目指すべき方向性として、まずは条例の制定を考

えるべき」といったご意見をはじめ、安定的な施策の実施や支援の必要性を広く知って

もらうための条例制定の必要性についてのご意見をいただきました。 

続きまして、二つ目の区分「ケアラーの状況や支援に対する理解の促進」といたしま

しては、「普及啓発活動は非常に重要であって、支援の必要性や相談先など、多くの住

民に「見える」「わかる」形で知ってもらうべき」といったご意見や、「（ケアラーが）

求めている支援の最たるものは相談先となっており、相談先がわからない場合が多いの

で、自治体として相談窓口の十分な周知をしなければならない」といったご意見、「家

族が介護するのが当たり前という意識があると思うので、認識を見直す研修が必要」、

「支援の必要性を広く住民や事業者に知ってもらわなければ介護離職も防げない」とい

ったご意見をいただきました。 

次に三つ目の区分「早期発見、相談支援体制の整備」の部分ですが、こちらの区分を

さらに「早期発見に関すること」と、「支援資源への繋ぎと活用」という区分に分けて

整理させていただきました。 

まず、「早期発見」について、「今般の調査対象は、支援に繋がっているケースである

が、潜在的なケースも数多くあることを念頭に置いて、今後の施策を検討すること」と

いったご意見や、「身近な相談窓口の存在や対応が一番大事」といったご意見。また、

「スクールソーシャルワーカーは派遣型が多く、学校がヤングケアラーに気がつかなけ

ればスクールソーシャルワーカーに繋がらない」、「教員の認識が不十分だと支援に繋が

らないため、ヤングケアラーの定義や問題性などについて、学校での認識をさらに深め

ることが重要」といったご意見のほか、「先生のみではなく、学校の様々なスタッフと

スクールソーシャルワーカーの役割を位置付け直すといった対応も考えられる」といっ
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たご意見をいただきました。 

続いて２枚目の資料の「支援資源への繋ぎと活用」の区分につきましては、「ケアラ

ーが働いている場合は、緊急時の対応などは非常に難しいことから支援の必要性があ

る」といったご意見や、「支援に繋がっているケースであっても苦労を抱えているケー

スがあるということは、支援資源の活用方法などに課題があるのではないか」といった

ご意見、「ケアラー本人と要ケア者への支援はセットで行う視点が重要で、特にヤング

ケアラー支援にあたっては、既存の家族支援の仕組みを活用し、機能させることが本丸

である」といったご意見。「子どもがケアをしている対象が、大人かきょうだいかで必

要な支援は異なるのではないか」といったご意見をいただきました。 

最後の区分「ケアラー支援のための地域づくり」といたしましては、「気づいた人、

発見した周りの人が関係機関や相談窓口に繋げられる地域づくりが必要」といったご意

見や、「実際に介護を行う立場にならなければわからないことが多いことから、学校で

介護を学ぶ機会を通じて理解を促すことができるのではないか」といった意見につい

て、地域づくりに関するご意見と区分をいたしました。 

続きまして、資料 2 を説明させていただきます。 

こちらは有識者会議の皆様からのご意見をもとに、前回会議の資料でお示しさせてい

ただいた三つの検討の方向性という区分で整理をさせていただきました。また、これら

を行う上で必要と思われる取組を、大きくざっくりした形で例示させていただいた資料

となっております。 

こちらは、資料の中では記載しておりませんが、こういったケアラーの方々の人権や

尊厳が尊重されるべきといった大前提の部分は認識した上で、あくまで取組として、こ

うした取組が考えられるのではないかという部分をまとめさせていただいた資料です。 

資料の最初の方に記載しておりますが、前回会議でのご意見を支援の方向性に位置付

け、取組を例示させていただいたのですけれども、この他に必要と思われる取組ですと

か、効果的な取組方法、取組を進める上での進め方や課題など、皆様のご経験や地域で

課題と感じている部分についてご意見をいただければと考え、参考としてお示しさせて

いただきました。 

それでは資料の中身を順に説明させていただきます。 

まず一つ目の検討の方向性の部分でありますが、「理解促進・普及啓発」につきまし

ては、方向性の整理として「ケアラー本人の自覚やケアラーに対する道民等の理解の促

進」としており、ここの「道民等」には、道民のほか、学校や企業、行政、福祉関係、

医療関係など様々な機関を含め、そういった方々の理解の促進が必要というように整理

をさせていただきました。 

それらに対して必要と思われる取組といたしましては、「広報啓発を通じた道民の

方々の意識醸成」ということで、これはリーフレットやホームページなど、通常広報を

行う媒体を通じて行っていこうと思うのですけれども、これらに対して、より効果的な

方法や留意点、新たな視点やご意見をいただければと思っております。 

次に２点目「行政及び学校等へのケアラー支援の必要性の周知」といたしまして、通
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知文による周知や、会議などを利用した周知など、ケアラー支援の必要性に係る周知の

取組について記載をしております。 

続いて３点目「ケアを必要としている方とケアラーご本人への意識啓発」が必要では

ないかということで、こちらは一般的なリーフレットやホームページでの周知のほか、

効果的な意識啓発の方法などについて、ご意見をいただければと思います。 

次に４点目「理解促進のための行政や関係機関、支援団体による相互の連携協力」と

いうことで、いろんな連携協力の仕方はあるとは思うのですけれども、勉強会的なもの

ですとかイベントの共同開催など、そういった理解促進の手法も考えられるのではない

かと考えたところです。 

二つ目の検討の方向性であります「人材育成・支援体制の構築」についてですが、方

向性の整理といたしまして、「ケアラーを早期に発見し、ケアラーとそのご家族等を適

切な支援につなぐための相談支援体制づくり」と整理をし、その横に必要と思われる取

組を例示しております。 

１点目は「関係機関相互の情報共有による早期発見」としており、市町村で行ってい

る既存の連携会議等により情報共有をすることで早期発見に繋げることや、２点目の

「適切な支援につなげるための包括的な相談支援体制の構築」として、市町村における

相談支援体制づくりに対する北海道の支援として、高齢、障がい、子どもなど様々な相

談を適切な支援に繋げることができるような、包括的な相談支援体制が必要ではないか

と考えさせていただきました。 

３点目ですが「相談に応じる人材の育成」ということで、既存の研修会の活用なども

含めて、市町村においてケアラーからの相談に応じる人材を育成するための北海道とし

ての支援が必要ではないかと考えております。 

４点目ですが「福祉サービスの利用促進」といたしまして、サービスを利用してない

方も、制度を知らずに使われていない方も含め、そういった方々への利用の促進、サー

ビスへ繋ぐための効果的な方法など、ご意見をいただきたいと思っております。 

５点目ですが、「学校と関係機関の連携体制の構築」といたしまして、学校で（ヤン

グケアラーであると）気づいた場合に、具体的にどこにどのように繋いでいくかという

ことや、連絡先など効果的なつなぎ方等も含めたシステムといいますか、効果的な連携

体制の構築が必要ではないかと考えさせていただきました。 

次に３つめの検討の方向性であります。「地域における関係機関相互の情報共有」に

つきましては、「ケアラーとそのご家族が安心して生活できる地域づくり」と整理させ

ていただき、必要と思われる取組として１点目は「地域における情報共有のためのネッ

トワークづくり」といたしまして、これはいろいろなことが考えられると思うのですけ

れども、例えば当事者の方たちが交流できる場ですとか、民生委員さんなどを活用した

ネットワークづくりや活用の促進、そういった地域の方々が情報共有を図ることで地域

づくりを進めていくことができるのではないかということで示させていただきました。

また、２点目の「地域住民による助け合いの推進」ということでは、これは町内会の住

民の方々の見守りや、除雪のお手伝いなど、そういった助け合いをイメージして示させ
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ていただきました。 

事務局としては、こうした方向性の整理と、それぞれ必要と思われる取組を大きな形

で例示させていただきましたが、有識者の皆様からのご意見を参考に、今後の道として

の取組を検討して参りたいと考えておりまして、今回いただいたご意見を今後もまたさ

らに具体的に検討をして進めていきたいと考えておりますが、我々としても地域づくり

の部分ですとか、なかなかイメージしきれない部分がありますので、必要と思われる取

組や視点、効果的な方法、その対象者も含めた課題などについても、忌憚なくご意見を

いただければと考えております。私からの説明は以上です。 

中村座長 はい。どうもありがとうございました。 

ただいま、事務局から資料 1、それと資料 2 について説明がございまして、資料 2 で

示されていた３つの方向性について、このあと協議に移らせていただきたいと考えてご

ざいます。 

論点整理の中でもありましたが、第 4 回会議では、北海道のケアラー支援の目指すべ

き方向性に基づいて計画的に進めていくため、条例制定を考えるべきといったご発言が

あり、先般、知事が条例の制定について表明したという状況であり、北海道のケアラー

支援の取組については第 1 弾として調査を実施し、そして次のステップとして条例制定

に向けて進んでいると思っております。 

それでは、資料 2 の今後の方向性の整理というところで、３つの項目に分かれてござ

いますが、それの１つ目の区分でございます、「ケアラー本人の自覚やケアラーに対す

る道民等の理解の促進」というところについて、委員の皆様方からご意見をお願いした

いと思いますので、まずは連合の小倉さん、続いて家族会の西村さんの方から、お願い

したいと思います。 

小倉委員 連合の小倉です。最初の検討の方向性のところで少しお伺いしたいことがございま

す。 

例えば、理解促進・普及啓発とありますが、何を理解してもらって、何を普及したい

のか。それから、方向性の整理というところで、ケアラー本人の自覚とありますが、ケ

アラー本人は何をどう自覚すべきなのでしょうか。それから、道民の方々への意識醸成

とありますが、悩んでいる方や困っている方、様々あると思うのですけれども、あまり

にも漠然としすぎていて、私は、父の認知症の介護をしたときの思いがあるものですか

ら、方向性が広すぎて何を理解してもらって、どうしたいのが、広過ぎる気がするので、

もう少し教えていただけると助かります。 

よろしくお願いします。 

中村座長 はい。これについては事務局の方お願いします。 

事務局 

(北山課長補

佐) 

ご意見ありがとうございます。 

まず理解促進・普及啓発、何を普及啓発していくのかということについてですが、ケ

アラーの支援については、ヤングケアラーをはじめ、いろいろと取り上げられておりま

すが、そもそもこれまでは、（ケアを必要とする）当事者の方たちの支援というものが

中心になっていたのですけれども、ケアをする方の存在も含めて、ケアの大変さへの支
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援という視点がそもそも欠けていたという部分がございます。 

また、ケアラーご本人の自覚という部分につきましては、（家族だから）やって当た

り前という感覚で、例えばご主人のお世話を奥さんがしている場合もあるのですけれど

も、それが当たり前ですとか、ヤングケアラーの方についても、家で前からやっている

ので当然のように家族のケアをしている状況があると思います。 

しかし、家族だからといっても、全て自分だけでお世話をしなくても、サービスを使

うとか支援を求めることができることをわかっていただけるよう、そうした自分が置か

れた状況をわかっていただきたいということ。また、ケアラーの周りの人をはじめ関係

機関の方々も、そういった悩みを抱えたケアラーという方達がいるということをわかっ

ていただき、（ケアが必要な）当事者だけではなく、ケアをしているご家族への支援に

一体的に取り組んでいくという、また、関係機関の方々にはそうした認識をしていただ

くという、こういった理解促進、普及啓発が必要ではないかと考えております。 

中村座長 はい。小倉さんいかがですか。よろしいでしょうか。 

それでは、西村さんお願いいたします 

西村委員 道民に理解していくためには、ケアラーという言葉だけでいいのか、と思うのですよ

ね。今までその介護者という言葉で作ってきていたのが、突然、そのケアラーってなっ

たら、本当にわかっている人はわかっていると思うのですけれども、そうでない人たち

の方がいっぱいだと思うのですよね、特に高齢者。そこも、検討していただきたいなと

思います。 

中村座長 はい。そのほかの委員の方いかがでしょうか。それでは、北海道経済連合会の桑原さ

ん、お願いいたします。 

桑原委員 はい。道経連の桑原です。 

ヤングケアラーの問題につきましては、正直申し上げて、この会議でいろいろと勉強

させていただいたというところの中で、申し上げるのも非常に恐縮なのですけれども、

本日の資料の整理なのですが、論点、それからケアラー支援に必要と思われる取組とい

うものが大人のケアラーに関する課題と、ヤングケアラーに関する課題が混在して記載

されておりまして、ポイントがちょっと見えづらくなっているという感じがしておりま

す。 

私の認識なのですけれども、いわゆる、高齢者、それから障がい者等の大人が携わる

ケアラーの問題と、どちらかというとヤングケアラーの場合は家庭内のデリケートな問

題ということもあったり、ケアラーが子どもであったりということで、問題が異なって

いるとは思います。 

なので、こういうケアラー支援という取組の課題についても、ある程度この二つを分

けて整理して方向性、支援策を検討してくという視点が必要なのではないかと感じてお

ります。以上です。 

中村座長 はい、どうもありがとうございます。 

これから整理する上で、大変いいご指摘だと思っております。 

基本的には、一つ一つ、大人ケアラーとヤングケアラーこういう部分についての相談
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窓口等も違いますし、様々な部分でやはり整理をした方が、これから関わる方々含めて、

理解しやすく、そして取組やすいと思いますので、この部分は大変貴重なご意見として、

事務局の方でも踏まえて進めていただきたいと思います。 

はい、それ以外のご意見の委員の方おりますでしょうか。 

それではまず栗山の森さんの手が上がりました。まずそちらの方からお願いいたしま

す。 

森委員 栗山の森でございます。まずは広報啓発を通じた道民の方々への意識の醸成というこ

となのですけれども、やはり先ほど西村委員がおっしゃったように、これまでは介護者

という言葉がしっくりくると思いますが、やはり全国的にケアラーという言葉が進んで

いるということもありまして、このケアラーという言葉の認識が、本町の町民もそうで

すけれども、多くの方々が理解されていない。ケアラーとは何だろうということで、そ

ういうまずは基本的なことから、道民の方々、住民の方々に、啓発する必要があるので

はないのかなと思っているところです。 

またこの啓発の方法としては、例えば、市町村であれば、地元の広報誌だとか、ホー

ムページだとかを活用するということがあるのですけれども、やはり道としてやるとし

た場合は、もっと大きくメディアを使って、例えば新聞ですとか、テレビコマーシャル

ですとか、そういったことから、ケアラーという言葉の認識を高めていただくというこ

とが必要かなと思います。さらには、ケアラーの当事者を迎えて、ケアラーの大変さを

知る機会を設けるということ。やっぱり学習会の実施ですとかシンポジウム、各市、町

ではやっているとは思うのですけれども、やはり道でも、こういう取組を進める必要が

あるのかなと思っているところでございます。 

あとヤングケアラーの問題つきましては、先ほど桑原先生がおっしゃったように、や

はり大人の部分とヤングケアラーの部分は違うのかと思いますので、いっしょくたんに

することは難しいかなと思ったところです。以上でございます。 

中村座長 どうもありがとうございます。次に澤田先生。どうぞよろしくお願いいたします。 

澤田委員 資料ありがとうございました。幾つかあるのですけれども、まず大きいところで先ほ

ど、ケアラーとヤングケアラーが混在しているという点は、私もそうだと思っています。 

この「ケアラー支援に必要と思われる取り組み」と書いてあって、この文章の中にヤ

ングケアラーという言葉が出てくるので、ケアラーはケアラーとヤングケアラーを含む

という意味なのか。ちょっとすごく、ぐらついている感じがするので言葉の定義は明確

にしたほうがいいのかなと思います。 

「ヤングケアラー」という言葉がついていると、「ケアラー」には、ヤングケアラー

を含まないのかなというように極端に言えば読めてしまうので、言葉の整理が必要かな

と思いました。 

それとヤングケアラーの抱えているニーズについても、同じ点と違う点があると思い

まして、いろいろあるのですけれども、具体的に一つ思ったのは、資料 1 の「ケアラー

の状況や支援に対する理解の促進」の中で、「ケアラー支援の必要が周知されなければ

介護離職も防げない」とあったところで、やっぱりここはヤングケアラーの支援がなけ
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れば、修学継続を保障できないっていう、4.3％の人が、進学を諦めると答えていたの

で、もっと潜在的にはいるのかなと思いましたので、就学継続支援ということも盛り込

んではどうかと思いました。以上です。 

中村座長 大変ありがとうございます。その他の委員の皆様いかがでしょうか。 

それでは松本先生お願いいたします。 

松本副座長 漠然としているというご指摘がいっぱいあって、私も同感であります。 

それで議論のポイントといいますか、今日ご説明の冒頭に条例の話が出ました。 

今ここで検討しているのは条例ということと、どう関係あるのかというのがよくわか

らなくて、条例に盛り込む中身を何か話をしているのか、それとも、それとは別に、当

面取り組むべき何か課題みたいなことについて話をしているのかということは、会議全

体に関わることなので、ちょっと教えていただければということがまず 1 点。 

もう一つはやはりこのように理解促進というときに、ケアラー本人の自覚とか、そう

いうのが最初に出るということに違和感があります。 

それは冒頭に小倉委員が、誰が何をどうわかればいいのかというような趣旨のご発言

をされましたけれども、大変そのとおりだと思って、条例になることを考えたときは、

そこをはっきりさせておかないとまずいだろうと。 

一つは、やはり関係者の方、特に調査でわかったことから言いますと、特に大人のケ

ア、認知症ケア、障がいのある人のケアを支援されている方が、家族の方を支援として、

要するに当てにするというときに、家族の方にもいろんな事情があって、他のケアラー

を抱えている場合もあるということがありますので、そういう家族の方に対して、支援

者がきちんと家族の状況を見るという見方を、どのように考えていけばいいのかという

ことがとても大事な点だと思うのです。 

例えばヤングケアラー支援と大人の支援が結びつくときは、家族の中に子どもが含ま

れていないのかという視点を持つことが必要で、例えば認知症のケアに関わっておられ

る支援者の方に、ご家族の中に子どもがケアに巻き込まれていないかという視点を持っ

ていただくだとか、そういうことが具体的なことだと思います。 

そういう意味では、関係者の人にこれまでよりも、何を視野として付け加えられるべ

きなのかということが先にあって、そうした中で、例えば地域の方々、あるいはご本人

たちが、どういうふうなことだと物事が前に進むのか、こう考えたら前に進む、という

観点で整理をするのが、具体的にはないかと思いました。 

以上でありますが、検討の方向性の一番の理解促進、普及啓発というのは、もうちょ

っとターゲットを絞って具体的にしなければならないと思いますし、困っている人がい

るから、自ら言って出てきてくださいということだと、これまでと何も変わらないと思

います。意見であります。 

中村座長 どうもありがとうございます。松本先生がおっしゃった部分で、私の方も、ケアラー

連盟としても同感でございまして、道民ですとか、関係者の理解の促進、それは大変重

要だと。 

ただそのときに、それぞれの立場での役割のもと、どうケアラーを支える地域づくり
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に取り組んでいけるのか、そういうことを含めた条例にしていただきたいと考えてござ

いますので、松本先生の方から最初に質問のあった、今回のこの議論と条例との関係に

ついて事務局の方からお願いいたします。 

事務局 

（杉本課長） 

ご意見どうもありがとうございました。 

まず、今、松本先生の方からご指摘のありました条例の関係でございますけれども、

会議の冒頭に現在条例の検討中ということでお知らせさせていただいておりますけど

も、具体的なものにつきましては、次回の会議でご意見をいただきたいと考えておりま

す。 

今回の会議の中身といたしましては、私どもの方では現在、予算の関係を検討してい

る最中でございまして、その中で、今現在あるいは来年度というときに、実際に今まで

と全く同じようなことをしていれば状況は変わらないと考えておりますし、皆さんそう

いう思いでいらっしゃると思いますけれども、そういう中で円滑に支援を行っていくた

めには、どういうもの、どういう形、どういう人、あるいは例えば既存の協議会的なも

のを活用していくには、このような課題があるのだけれども、こうしてもらえればその

地域では進むのではないだろうかといったことや、地域づくりということについても、

地域の中でのケアラー支援の動きというものを、どのように進めて地域の方にご理解を

いただいたら良いのかというようなことを、内部でも悩んでいるところでございますの

で、資料内容が大分ざっくりとしたまとめ方で大変恐縮でございましたが、現在はこう

いうようなことでご意見をいただければと思っております。 

それと先ほど森委員の方からシンポジウムなどというようなお話がございました。私

どもの方ではもともと高齢者の権利擁護のためのシンポジウムを開催してきておりま

すが、今年度につきましては、来月 11 月 18 日に権利擁護の取組の中で、ケアラー支

援について、「高齢者の権利擁護の視点からケアラーを取り巻く課題とこれからについ

て」ということをテーマにして、シンポジウムを開催させていただく予定でございます。 

18 日の 13 時 30 分から 17 時までという予定でおりますが、YouTube と Zoom ウェ

ビナーでオンライン配信させていただく予定でございまして、また、開催終了後にも、

当日ご都合が悪かった方のために配信をしていく予定で考えております。 

ケアラーが抱えている課題ですとか、あるいは有識者の皆様のご協力をいただきまし

て、パネルディスカッションも予定しておりますので、後程、開催要項の方をお知らせ

させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

中村座長 はい、松本先生よろしいでしょうか。 

その他時間の関係もございますが、一つ目の道民等の理解の促進に関するご意見につ

いては、あとの委員の方よろしいでしょうか。また、最後に全体を通してご意見をお伺

いさせていただきます。 

続きまして二つ目の区分というところで、ケアラーの早期発見と相談支援体制づくり

に関する取組について、皆様方からご意見の方よろしくお願いしたいと思います。 

中村座長 それではですね、鈴木委員よろしくお願いいたします。 

鈴木委員 発言恐れ入ります。前回欠席しておりまして申し訳ありませんが、前回も踏まえてと
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いうことで、現場と言いますか、市教委として学校現場そして行政と繋がっている部分、

そしてスクールソーシャルワーカーと普段仕事をしているという観点でお話をさせて

いただきます。 

市教委としては、常に学校等にはヤングケアラーの問題について、現場の先生まで周

知をお願いしますという取り組みをしています。今後懸念している部分としましては、

児童福祉部局とこのケアラーの取り組みについて共有しておりまして、児童福祉部局と

いうのは、虐待等を担当している要保護児童対策地域協議会を所管している部局です

が、このヤングケアラーの問題について話をしていく中で、虐待のネグレクトケースの

中でヤングケアラーの定義に当てはまるお子さんがいる状況の時に、やはりそのネグレ

クトという状況にヤングケアラーという問題を取り扱ったときに、果たしてこれまでの

対応とどう変わってくるのかということについて、懸念というものが常に現場レベルで

出ております。 

その中で、高齢部門を含めて既存の協議会を活用していくのか、それとも新しい枠組

みをつくるのかということについては、当然自治体によって既存の枠組みを含めて状況

は異なってくると思うのですけれど、やはりこの枠組みをイメージしていくにあたって

は、市町村との意見交換もしながら、具体的に機能するだろうという期待を込めて、ス

タートをしていくための枠組みというものが一つ必要ではないかと思っています。 

先ほど課長さんのお話の中でも、既にある協議会等を含めてどうしていくのかという

ことをおっしゃられておりましたが、これは私どもとしても具体的なアイデアを持って

いるわけではなくて、道も市町村も非常に悩ましい部分かと思います。 

実際に周知が進んで第二の段階として情報が共有された時に、それでは今までと違う

支援ができるのかという部分は、これまでも施策の本丸というお話もあったかと思うの

ですけれども、どうやって機能させていくのかということについて、少し時間をかけて

道の中でも市町村を含めて検討していかなければならないと思っております。 

以上意見であります。 

中村座長 どうもありがとうございます。 

はい、松本先生どうぞ。 

松本副座長 今、鈴木委員がおっしゃったことは、大変大事なことだと私も同意をいたしますので、

鈴木委員の意見を受けて、関連する発言をさせていただきます。 

特にヤングケアラー支援ということを考えた時に、以前から申し上げておりますけれ

ども、例えば子どもがケアをしているということは、家族の中に認知症のご家族ですと

か、ご病気のご家族がいるということになります。 

そうすると、その人に対するケアが十分であるかどうかということが重要な問題であ

って、その視点を抜きに子どもをどう支援するかということだけを考えていても、多分

らちがあかないのではないかと考えます。 

そうすると、ケアを受けている大人がいる家庭で暮らしている子どもの問題というこ

とになりますから、例えば認知症である高齢の方、あるいは精神的な病気も含めたご病

気で治療中のご家族に対する治療やケア、支援というものはきちっとしていくというこ



11 

 

と、そこを充実させていくということが、子どもの負担を減らしていく上で大事な道筋

になると思います。そのことを抜きにケアをしている子どもだけをみて、学校現場と要

対協で子どもをどうしようかということだけを考えていても、おそらく次の点が見えな

い。 

そうするとやはり学校現場、あるいは子どもの福祉に関わっている人間が、例えば地

域包括支援センターであるとか、大人のケアをしている人たちとしっかりと議論をでき

る場ができないとならないのだと思います。 

なので、既存の協議の場といったことを考えた時に、例えば要対協であれば子どもを

ベースに考えますけれども、また、ネグレクトケースであればむしろ虐待ケースとして

要対協で受けると思いますが、例えば認知症のおばあちゃんのケアを子どもが担当して

いるといったときに、地域包括の人に対して「そういった状況であることを知っていま

すか」と学校の先生が言えて、「それは良くないので、もうちょっとおばあちゃんのケ

アを組み立てるように動いてもらえませんか？」と話をしていけるような、そういう場

が必要なのだと思うのです。そうした時に、それが既存の協議の場でいいのか、既存の

ものを拡充するのか、別の枠組みになるのかということを考えるのだと思います。 

あるいは高齢の認知症の方の支援をしている地域包括の方が、どうも子どもが家族の

ケアに巻き込まれているようだと気づいたときに、ご家族に「それは良くないですよ」

と言うだけではなくて、「学校の先生の方にどうしたらいいか話してみたいのですけれ

ども、一緒に相談しませんか」と言えるような､そういう枠組みだと思うのです。 

ですので、連携と言っても、誰と誰とが話せばいいのか、あるいはこの本題というの

は誰と誰とが話す必要が今後出てくるのかということを、鈴木委員がおっしゃるよう

に、時間かけて丁寧に議論していくことが必要だと思うのです。 

やはり大人のケアをしている人間と、子どもに関わっている人間がしっかりと話せる

場を作っていくことが、特にヤングケアラーのことを考えていく上では中心であって、

子どもへの支援だけを考えていても、これはらちが明かない、それから手詰まりになる

だろうと考えています。以上です。 

中村座長 どうもありがとうございます。 

西村委員お願いいたします。 

西村委員 やはり学校が（気づける体制を）作り上げるっていうことが、とても大事なことなの

ですね。資料１の学校での発見が重要だという言葉もここが基本なので、まず先生方が

みんなヤングケアラーということについてとか介護の問題とか、そういうことをちゃん

とわかっているかどうかというところと、あとは学校で誰に相談がいくかというとやは

り養護教諭とかが結構そこのところで、役割としてあるので、あと学校にそういう余裕

っていうのですかね、もう普段の業務に追われて、その子どもにいかないという部分が

あるので、やっぱりどこまで学校が余裕を持って支援に広げていけるかというところが

問題だと思います。 

基本はやっぱり学校が、基本的に研修をして、皆がやっぱり理解していくということ

が、私はまず大事かなと思いました。 
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中村座長 ありがとうございました。この部分について、スクールソーシャルワーカーの方で入

っていただいています、今西委員いかがでしょうか。 

今西委員 資料の方、ありがとうございます。 

今、他の委員の方からもお話があったと思いますが、SSW として子どもと関わって、

家族の介護をしているといった話があったときに、やはり地域包括の方であったり、行

政の高齢部門の方とお話をしなければならなくて、そうした機関と繋がりのある方と

か、教育委員会の方で繋がるルートがあるのであれば、そうした支援を考えることはで

きるかなと思って聞いておりました。 

ですので、資料の二つ目のところに関係機関の連携の構築とありますけれども、これ

がどのような関係機関を考えているのか確認しなければならないと思っていたところ

と、最初のところでは発言をしなかったのですが、やはり誰か対応する前提で話が進ん

でいるのかなと思いますので、何かやってくれる人がいない限り、繋ぐことも連携して

働くこと難しくなるのではないかと思います。 

前回の会議でもありましたが、非正規の方であったり、介護離職してしまう方もいら

っしゃる状況がそのまま続けば、ケアラーの支援をしようと思ってもなり手おらず、結

局周知をしようが理解をしようが、繋がっても何もしてもらえないとか、そんなことに

なってしまうので、そこはやはり同時並行で進めていかなければならないのかなと思い

ます。 

これは SSW も同じように非正規であったり、辞めてしまう方も中にはいますので、

そこの部分をある程度拡充しながら意識を醸成していく必要があるのかなとは思って

聞いておりました。 

1 点これまでのお話を踏まえて、仮の話になりますが、介護の認定を受けている高齢

者の方を介護している子どもがいることを想定した時に、一応いろんなサービスを受け

ているけれども、家族でケアをしなければならないというような状況になったとき、結

局は隙間のようなところがあって家族が介護をしなければならない場合、介護認定を変

えることは非常に難しいと思いますから、そういうケアラーの家庭の隙間があるような

ところについて、道として介護のプラスアルファのサービスを受けられるようなことが

あると良いのかなと思ったりはしたのですけれども、具体的にというところまではあり

ませんが、意見としては SSW として関わっても、隙間があればそこに子どもが関わる

ことになってしまうので、それをやめなさいとはなかなか言えないですし、周囲の人や

包括相談して、プラスアルファで介護をしてもらおうとしても、有料なので頼めない、

お金を払えないということもありますから、そういったところで壁に当たるなというよ

うに、この取り組みの先を思っていたところです。以上です。 

中村座長 どうもありがとうございます。それではその辺を含めて、現場の声も含めて、加藤委

員の方からも、よろしくお願いいたします。 

加藤委員 事務局の皆さんご準備等々ありがとうございます。 

江別の方でも実際にヤングケアラーの支援活動をずっと続けていまして、そこで感じ

ている部分としては、やはり教員の方々とも実際に膝を突き合わせてお話しているので
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すけれども、相談窓口として早期発見というところで、学校さんやスクールソーシャル

ワーカーさんのほうにある程度重点を置くというのは、なかなか業務量も含めて少し負

担が大きいかなということもありますし、しっかりそこを発見できるかとなると、子ど

もが学校にいる時間は確かに長いかもしれないですけれども、そのことと子どもが相談

をするかということは別問題だと思っているので、江別市では我々も民間団体ですの

で、我々が中心になって子ども達が集まりそうなところにチラシを置いたり、窓口を設

けたりして、学校に相談ができなくても違う大人たちも支援をしているよ、といったこ

とを発信させていただいていて、受け皿になれればということで、江別で活動をさせて

いただいております。 

あとは相談支援の体制に関しましては、やはりヤングケアラーということですけれど

も、基本的には問題は世帯だとか家庭の問題だと私たちは思っていますので、相談支援

をするためには、基本的にいろんな視点で対応できるといった意味では、地域包括支援

センターでもありますけれども認知症の初期集中支援チームのような形で、チームを組

んで関わっていく必要があるのかなと思います。 

本当に子どもに何か問題があるかというよりも、やはり世帯や家庭の問題だと思いま

すので、そうなると踏み込んでいくのは非常に繊細で、非常に大事な部分かと思います。

子どもがちょっと何か変化があってといった部分の裏には、やはり大人の家庭での事情

があると思いますので、そこを立ち入るのはなかなか難しい部分があると思いますの

で、やっぱりいろいろ専門職の方々でチームを組んで関わってくるのが大事かなと思っ

ております。以上ですね。 

中村座長 どうもありがとうございます。 

事務局の方からもちょっとですね、発言をさせていただきたいと思います。 

事務局 

（手塚課長） 

自立支援担当課長の手塚でございます。 

先ほど鈴木委員、それから松本副座長からいただいたところで、まず鈴木委員からは、

今やっているところが要対協など児童福祉・虐待とかそういった部局をメインに検討し

ているということと、それから松本副座長からは、要対協だけで取り組むのではなくて、

基本はその子どもベースで、子どもを支援している人たちと、地域包括などの大人のケ

アをする人とが協議する場が必要なのではないかというような意見があったと思いま

す。 

これについては、私どもも非常に悩んでおりまして、一方において要対協については、

すべての道内市町村にあるわけで、これを活用しない手はないのですが、ただ、その要

対協を使ってしまうと、ネグレクトケースとか、そういった守秘義務をかけなければい

けないとか、そういったものが非常にある意味、色がついてしまうというところがござ

います。 

ヤングケアラーを考えていった時に、ただそれだけではないものはありますので、あ

る意味ですね、既存の資源を活用していきたいですけれども、うまくそういったものを、

先ほどの懸念なく活用できる方法がないものかどうかというのは非常に悩んでおりま

して、例えば、こういうことをして欲しいので、市町村の既存の資源を使って、そうい
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った取り次ぎとかそういったことはできないのかということを言った場合に、果たして

市町村さんが乗ってきてくれるのかというところを非常に悩んでおり、何かお知恵をい

ただければと思っております。以上でございます。 

中村座長 どうもありがとうございます。鈴木委員と松本副座長の御発言に対して、ご質問も含

めた説明というところでご発言をいただきました。 

事務局 

（吉田局長） 

すみません私からも一言発言させていただきます。 

私も松本先生がおっしゃったとおりだと思っておりまして、前から先生が仰っていた

とおり、ケアが必要な人がちゃんとサービスに繋がること、まずそこが重要でしょうと

いうところですね。 

私も凄く悩んでいるのが、大人と子どもの関係者が繋がりということです。その繋が

り方をこれから議論していくことにもなりますが、どのように考えていったら良いのか

なと、なかなかわからないところがあります。 

私も、以前役場にいた時に、発達障がいのお子さんの関係の会議があって、学校を取

り込んで会議を行ったこともあるのですけれども、結局その出席した先生が言い出しに

くいか、言い出しやすいかということもあって、また、学校組織の代表というわけにも

いかなくて、個別の先生が入ってこないと個別の対応にならないので、話が進まないと

いう状況があったのです。 

そうすると、お互いに情報交換をしたり、そうした状況を話して具体的に進めるには

個別の先生と役場とか包括とかの個別の職員が、まずそういう話し合いが出来るように

ならないといけないのかなと思います。 

また一方で、大きな枠組みの協議体を作ることも必要だなと思っていて、しかしそれ

だけを作っても、なかなかうまく回らないような実態もあると思うので、そういう仕組

みづくりをどうしたら良いのかなということを悩んでいます。 

このほか、今すぐ取り組めるものとして、私は高齢者支援局の局長なので、まずは高

齢者の関係で地域包括支援センターや、それから障がいの方にも話を通して、ケアプラ

ンを作るときには、もっと違う視点も持って、家庭に入った時にはちゃんと話を聞いて

下さいとお願いすることは出来るかなと思っています。 

時間に制限がありますが、先ほど手塚課長から説明があったことも含めて、教えてい

ただければ幸いかなと思いますので、少し取り止めのない部分もありますが、よろしく

お願いします。 

中村座長 今ですね、事務局の方から今後、取り組みを考える上でのヒントということで、各委

員の皆様方に投げかけがありましたので、先ほどの鈴木委員、松本先生のご意見も含め

て、何かご発言があればということで、お伺いしたいと思います。 

そこで具体的に 10 年ほど取り組んできております、栗山の森委員さんの方からも何

かがございましたら、ご発言の方よろしくお願いします。 

森委員 高齢者のケアの関係ですけれども、やはり相談する窓口というのが非常に大切かなと

思っています。役場に来る方もいらっしゃいますけれども、なかなか町民の方、役場に

足を踏み入れづらいということもあって、栗山町の場合は、役場とは別に、高齢者が集
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まる施設としてケアラーズカフェ「サンタのほほえみ」を設置して、そこにケアラー支

援専門員という形で、実際に自分が介護をしていたという一般住民の女性の方を２名配

置して、ケアラーの相談窓口を設置しています。 

その他に、その方々が栗山町内 2 ヶ所に出張して出張相談を受けてですね、やはり今

度は支援の方なのですけれども、今の介護保険制度の中でできる支援っていうのはかな

りあります。しかしながら、できない支援もあります。 

先ほど今西先生がおっしゃったように、介護保険制度の隙間というものがあろうかと

思うのです。そういう部分をどうしていくかということで、栗山町の場合は、町の介護

福祉学校があるものですから、町民の方にケアラーサポーターという形で講習を受けて

いただいて、ケアラーサポーターを養成して、今は少し活動が停滞しているのですが、

やはりケアが必要な方への家庭訪問等をしておりますし、また来年度からはケアラーサ

ポーターもそうですけど、有償無償のボランティアを養成していて、介護保険制度では

賄えない部分もそのボランティアさんにお願いできないかと思っております。 

例えば、日頃ケアラーさんが家庭で介護をしているのですけど、やはり息抜きする時

間を設けるために、誰かにお願いする。そういうことをボランティアさんにお願いでき

ないかなと考えております。 

いろんな制約がありますが、そういった形でケアをする人の負担を少しでも軽減でき

るような取り組みを模索しながら進めているところでございます。以上です。 

中村座長 どうもありがとうございます。 

栗山については、既存の仕組みだけではなくて、そこでの狭間にある部分も含めて新

たな仕組みもつくりながら、住民協働の地域づくりという視点で進めてきているという

話だったと思いますが、この中で出たサポーターのところもございますので、よろしけ

れば西村さん方から、認知症のチームオレンジの関係や、認知症サポーターというもの

もございますので、もしもこの辺でご発言があればお願いします。 

西村委員 今、思ったのですけれど、ヤングケアラーの場合は、先生方が退職した後に OB とし

て、見守りといった形などで学校に関わっていけるのではないかと思うのですよね。先

生方を活用するというのは失礼ですが、そういう先生方を取り込みながら、まずは仕組

みを作り上げて、後は専門の方にお願いするとか、あと、時々介護関係の人を呼んで、

研修をしていただくとか、そういうことも必要ではないかと思いました。 

認知症サポーター養成講座を受けた方は、全国で 1,200 万人ぐらい、北海道は 50 万

人くらいいます。ただ、活動する場がなかったのですが、最近は国が本人と家族と支援

者が一緒の輪で過ごすという居場所づくりの部分を進めているので、やっぱり働いてい

る人がたくさんいて、元気な高齢者をいかに活用していくための仕組みを作ることだと

思うのですよね。 

それから認知症サポーター養成講座は小学校にもやっているので、その中で介護とい

う話も入れながらやっていければ良いのかなと思います。地域全体が介護に向かうわけ

ですから、地域づくりの中でどうやっていくかということだと思います。以上です。 

中村座長 どうもありがとうございます。 
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先ほどの課長の発言について、鈴木委員の方からもう少し踏み込んでご発言いただけ

ればありがたいかなと思います。 

鈴木委員 手が上がった方がいらっしゃいましたが、私の方で少しお話をさせていただきます。 

まず石狩の現状をお話させていただきますと、今西委員がおっしゃっていたスクール

ソーシャルワーカーがやはりキーパーソンになるということで、学校とよく繋がってい

る福祉専門職ということで、児童福祉部門、高齢者部門のコーディネートを含めて出来

る存在で、例えば石狩であればスクールソーシャルワーカーをどうやって関与しながら

支援をしていくかという枠組みになるのですけど、ただスクールソーシャルワーカーの

配置は市町村まちまちですから、ここを活用していくというのは一律的にはならない

し、いろんな勤務条件を含めて支援が必要だという課題があります。 

もう一点、吉田局長、手塚課長がおっしゃっていた部分についてお話をさせていただ

きますと、確かに要保護児童対策地域協議会は、要保護児童、要支援児童を対象として

いて虐待も含めてという部分で色がついてしまう懸念を持っているということで、それ

は市町村で取り扱ってくださいと言ったときに、そこが出るかどうかっていう懸念は最

もだと思います。 

今、なぜ要保護児童対策地域協議会で、ネグレクトまでいかなくても要支援過程の中

で扱っている時に、なぜ難しいのかというと、最終的にはやはり家庭の問題、要するに

立ち入ってほしくないという部分でなかなか解決できないという現状、そこをどうして

いくかっていう部分が難しいし、取り組んでいかなきゃいけない部分を皆が悩んでいる

という現状だと思います。 

もう一つ、吉田局長の話で、既存の協議会等を使うのか、新たな組織を作るのかとい

うことでいくと、非常にこれも悩ましいと思っています。 

市町村には既にいろんな協議会があって、またこのケアラー支援ということで協議会

を作る、ではそれをどこが音頭を取ってくのかという部分でいくと凄く負担を感じる、

及び腰な状況になるだろうなと思う中で、それならば既存の協議会、高齢部門、福祉部

門、教育委員会が共有するような会議を作ったらいいじゃないかということになります

が、それもまた新たな枠組みを作るという形になるので、そういう意味ではこの話を考

えたときに、自分もまだまだイメージできないでおりまして、皆さんと同じように、悩

んでいるというのが現状であります。以上です。 

中村座長 どうもありがとうございます。この辺の、要対協そして枠組み、この辺で松本先生、

何かご発言いただければ大変ありがたいと思いますが。 

松本副座長 確か、小倉委員と澤田委員から手が上がっていたようですが。 

いや、何かまた会議を作って、屋根の上に屋根を作るようなことになるのかとなると、

煩雑であるというのは本当にそうだと思います。結局会議を作っても、誰がマネージす

るのかという話だと思うのです。 

子どもの保護という観点で動かないといけない時は要対協ということになると思う

のですけど、そうではなくて家族全体の支援なり、要ケア者の支援をもうちょっときち

っとしてこうという時には要対協はなじみにくい。別の枠組みを作るとなると、それも
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煩雑だ。 

結局後者の方でいうと、誰かワーカーさんがマネージできて、そこに関係機関も協力

するという合意があれば動くと思うのですが、そうすると例えば、これをきっかけにス

クールソーシャルワーカーを抜本的に増やしていくというふうに向かうのかどうか。 

それを抜きに会議だけ作るといっても、あのような懸念を掲げていることが本当にそ

うだと思いますし、そういう方向をきちっと示すということがないと、これは前に進ま

ないのではないかと思います。 

そこは、やはり何するにしても、そこでちゃんと大人の部門と子どもの部門で話すと

なったときに、間に入ってきちっとマネージする人がいて初めてできるし、そんな人が

いれば煩雑な枠組みをしなくても済むことは結構あるような気がするのです。 

そこをこの会議として、どういうスタンスで臨むのかということが大きいかなと思っ

ています。すいません。 

中村座長 どうもありがとうございます。 

お手を上げていただきました、まずは小倉さんの方からよろしいでしょうか。 

小倉委員 私の方からは 2 点あります。 

一つはヤングケアラーの件で、やはり北海道としてヤングケアラーをきちんと救済し

ていくというか対応していくといったときには、スクールソーシャルワーカーをきちん

と正規の形で、予算措置も含めて、重点配置するというようなことがなくては、できな

いと一つ思っています。 

それから、認知症含めて高齢者の介護の件について、もう 1 点です。松本先生が先ほ

どおっしゃっていたように、大人の介護の問題を相談しても答えがこないのです。人材

が足りなくて、幾ら包括に繋がったとしても、例えば夜ご飯を食べられない、ケアラー

の人は仕事があっていけない。誰か訪問して欲しいと言っても、その時間はみんな希望

しているので、ヘルパーが行けるのは午後 3 時ぐらいですとなってしまう。 

札幌市で、これだけ資源があってもそんな状況だという中で考えると、やはり圧倒的

に福祉を支える人材が、高齢者に限っても全く足りていないという事実をまず理解すべ

きだと思います。回っていないのです。だから家族が泣きそうになりながら、残業もで

きない出張もできないという中で、介護をしたり、家族、兄弟交代でやったり、もしく

は、それができなければ老老介護をしているという事実をまずきちんと把握しないとな

らない。 

条例制定に向かう時、現状回っているという前提に立った条例では、なかなか難しい

と思います。そのことに関して言えば、特に福祉の資源ですね、地域の差もすごく大き

いと思うので、予算措置やそれから人的な措置も含めて、小さな町だと回っているのか

全く足りないのか。大きな町では人も多い代わり、見守ってくれる人も逆にいないかも

しれないといったようなところを、もう一度少し現状をきちんと共有できた中で進めて

いきたいなと、すごく強く思っていました。以上です。 

中村座長 これからの議論の中で大変重要なご指摘だと思います。 

次ですね、沢田先生、よろしくお願いいたします。 
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澤田委員 ありがとうございます。 

どういうように行政に乗せるかっていうところは、私もなかなかアイデアはないので

すけれども、ちょっと発言したくなったのは、私は主に親が精神疾患の方々のお子さん

と関わっていて、先日もその方々のミーティングに出て、ちょうどこのヤングケアラー

調査のこととか、市がやっているコマーシャルのことだとか、そんなことを話し合いま

した。 

その方々が共通で言っていたのは、ヤングケアラーはやはりピンとこないっていう話

をしていて、例えば調査で、１日の介護時間は何時間ぐらいですかと聞かれた段階で、

それは自分たちの苦労を図るものではないと言っていました。何が一番自分たちの本質

なのだろうかという話で、親から精神的に頼られることだと。裏を返せば、精神的に頼

れないことだということを言って、それは生涯そうなんだというような話は、すごくな

るほどねという話になりました。 

もう一つは、病院に繋がっている人と繋がっていない人がいて、やっぱり繋がってい

ない人がすごく苦労があって、繋がっている人でさえ、やっぱり波があって、入院する

ときには児童相談所に保護されたとか、親族を転々としたとか、ましてや繋がっていな

いとなったらどうすればいいのかわからないといったようなことも話されていました

ので、すごく時間だけ助ければいいというものではなく、本当に成長していくまでの過

程でずっと支援が必要なのだなと思いました。 

どう繋がるかという話なのですけれども、一つは、先ほどのネグレクトケースと重な

るのですが、やはりネグレクト状態になる場合があって、児童相談所に保護された方も

いたのですけど、その時に全く説明がなかった。ここはどこなのか、この後どうなるの

か全くわからなかったというような話もあって、今、法改正で、子どもの意見も聞くよ

うにと、虐待事例ケースで子どもの意見を聞くようにというようなことがあって、聞か

れたら答えられるのかというと、親を責めたくないっていう気持ちもたくさん持ってい

て、そんなに簡単に決断はできないよね、という話にもなりました。 

なので、先ほどリーフレットとか啓発の話があったと思うのですけれども、すべての

子どもに必要じゃないかもしれないけれど、この社会的養護を見える化するというか、

どういうように自分たちが過ごしていけるのか。それは親をどうやって傷つけないこと

なのか、そこまでやはり示すものが児童相談所までの流れを含めて必要じゃないかなと

思います。 

だから一つの取り組みとして、やはり児童相談所もそういう子どものことを踏まえた

上での児相のリーフレットというか、そういうものをぜひ作って欲しいし、相談すると

いう前に、相談することの意思決定支援、相談してすぐ変えられてしまうということも

恐怖なのではないかと思ったので、まずは何がしてもらえるのか、相談の中身を知るよ

うな意思決定支援が必要なのではないかと思いました。 

それを支援する人は、病院に繋がっていない人だったら学校しかないのかなと思っ

て、スクールソーシャルワーカーの方は重要だなと思いましたし、病院に繋がっている

方だったら、松本先生がおっしゃっていたようにＰＳＷですとか、看護師ですとかある
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いは訪問看護師が、そのことをちゃんと踏まえて、情報提供していけるということが大

事じゃないかなって思いました。 

そういった支援に繋がっていれば、その人たちが子どもにちゃんと関われる立場であ

るとなれば、そこはいろんな仕組みがなくても、その人たちがケアマネージしていくの

ではないかなというのはあって、ただ支援は足りないので、新しい支援の開発も必要だ

と思うし、ちょっと長くなりますけど、そういった親御さんたちは薬で良くなる方々ば

かりじゃないということで、統合失調症とか鬱とか薬でよくなる疾患もありますけど、

多くの方が生きづらくて、幼いころから苦労があって生きづらくていて、どこにも繋が

れないでいるっていう方々なので、やっぱりこの生きづらい親御さんたちへの支援とい

うことを、やっぱり児童虐待防止も含めて考えていかなきゃいけないかなと思います。 

先ほどの予算措置の話があったので、こんな授業があったらいいなと思うもの一つ提

案させていただけると、東京の方で訪問看護ステーション、主に精神疾患を持つ親御さ

んを訪問しているステーションが月に 1 度、子どもと親のミーティングっていうのを、

モデル事業としてやっていたということで、やっぱり子どもも親も誰かと繋がる場があ

る、しかも支援者と関わる機会がある、子どもも訪問看護師さんと関われる時間がある

というような、そんな取り組みもありますので、何かそういったモデル事業をしていた

だければなと思いました。以上です。 

中村座長 どうもありがとうございます。大変重要なところですね、特に意思決定支援、この部

分は今の権利擁護支援を含めて、様々なガイドラインも国の方に出てきておりますの

で、その辺をしっかりとヤングケアラー含めて、その世帯含めて、そういう視点をしっ

かりベースに持つというのは大変重要だと感じました。ありがとうございます。あとい

かがでしょうか。それでは今西委員よろしくお願いいたします。 

今西委員 スクールソーシャルワーカーの話も出ていましたので、今、道内ですけれども、教育

委員会の方に確認していただければと思うのですが、道の方で、38 市町で大体 50 数名

というのが、たぶん今のスクールソーシャルワーカーの実数になります。 

小倉委員の方から言っていただけたように、スクールソーシャルワーカーを増やすと

いうようなところで一つ、ポストを作るということはいいのかなと思っております。た

だ道内は広域に広がっていますので、何町か巡回で回れるような仕組みを考えていくと

いうことも一つなのかなと。 

以前、別の事業で本州の方に視察に行った時に、教育委員会の指導主事が軸になって、

スクールソーシャルワーカーをコーディネートしていくみたいな形で、地方の方を回り

ながらコーディネートしていくようなことをやっていたので、その指導主事の方が教育

関係では主になって、それが介護の方であれば高齢の方とお話しをしたりとかですね、

教育委員会内部で話をするみたいなこともできていたのかなと思いますので、そんな仕

組みを作るということも一つできるのかな思いますし、その事業の中でやっていたの

が、今はもうやっていないのですが、東神楽町で首長部局の文科の事業で少し携わった

ときに、社協にスクールソーシャルワーカーを設置して、社協職員にやっていただくと

いうようなことを試みました。その社協職員はかなり業務負担になったので、今はちょ
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っと変わってしまったのですけれども、ある意味そこで話した時には、介護が必要な高

齢者の方がいる家とかにアクセスしやすかったり、そっちの話をするということは長け

ているところもあったので、町によってはそういう方法もやりやすいかなということは

お話ししていたかなあと思います。なので、一括して全部どの自治体もこの仕組みでや

りましょうっていうのは、もしかすると道内であれば何パターンかは仕組みが必要なの

かもしれないですが、そういった職業兼職でやっていただくようなことも一つ考えた

り、スクールソーシャルワーカーをたくさん採用するとなった時に、どういうような配

置の仕方をしながら採用するのかっていうことも、一つ検討しなければならないのかな

と思って聞いておりました。以上になります。 

中村座長 どうもありがとうございます。 

それでは、二つ目の区分ところについてはここで区切らせていただいて、最後の三つ

目の区分になりますけども地域づくり。これについては、これまで二つの区分の中でも

かなり触れられてきたと思ってございますので、三つ目の区分、地域づくりというとこ

ろで、これまでのことも含めてご意見等いただければ大変ありがたいなと思います。 

特に、今の議論の中でも、ネットワーク、地域の支え合いなどのお話も出ておりまし

たので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。この辺につきまして、ご意見等ござ

いませんでしょうか。まずは加藤さんの方で地域実践を含めて、最初にご発言いただけ

ればと思います。加藤委員いかがでしょうか。 

加藤委員 ありがとうございます。私どもは小さな市民団体ですので、できる範囲でといったと

ころですけれども、栗山町さんと同じくケアラーズカフェを主体にして、カフェの取組

から広がってくれた形でやらしていただいているのですけれども、今現在の取組状況と

いうと、実際にカフェを開いていても、こちらとしては拠点のつもりなのですが、そこ

に住民の足が向くかというのは、我々としては別の話かなと思っています。 

ちょうどショッピングセンターですとか、地域の人が集まるようなところに出向い

て、出張のカフェといった形で、屋外も屋内もありますけれども、店舗内で小さな相談

窓口を作ったり、なるべく外に出るような形で、今までのような何か困り事があったら

拠点に来て下さいというようなスタイルではなく、やっぱりこちら側から近づいていく

必要があるのかなというところで、出張（相談）というか、出前（相談）と言いますか、

ショッピングセンターに小さいカフェスペースを作って、相談を受け付けたりというこ

とを実際にやっております。 

また、実際に大変困ったという相談があれば、そこまででもない相談もあり、いろい

ろですけども、どちらにしても広く相談を受け付けられるような形で取り組んでおりま

す。 

中村座長 どうもありがとうございます。その他の委員の方いかがでしょうか。 

それでは小倉委員、よろしくお願いいたします｡ 

小倉委員 地域の連携だとか、見守りというようなことをイメージされているかと思いますが、

札幌をイメージした場合は共働きが多くて、日中もし在宅で、例えば高齢者なりに何か

があったときに、なかなか地域での見守りやネットワークというのが難しいというのが
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実情だと思います。 

これをより進めるということについては、もちろん異論はないのですが、逆に経験的

にすごく助かったのが、近所の郵便局と警察、それからよく行くコンビニには、例えば

認知症である父のことを説明してあり、私の名刺を渡して何かあったら連絡欲しいとい

うことをお願いし、郵便局長さんには本当に助けていただきました。 

父が何度も来ていたとか、大丈夫だったとか、そんな話を聞いたりしたことを考える

と、地域の住民だけでネットワークを作るというよりは、そうした民間の宅配業者さん

だとか、年金を下ろしに行く郵便局や銀行といったような、地域での事業者の皆さんに

ネットワークを作ってもらって、お互いに寄り添って繋ぎ合うようなイメージを少し持

たないと、地域住民だけでは回らないのではないかなというのを思っています。以上で

す。 

中村座長 どうもありがとうございます。そのほかの委員の方いかがでしょうか。 

それでは森委員、よろしくお願いいたします 

森委員 私どもの町は、札幌に比べるとかなり小さい町なものですから、住民同士のコミュニ

ケーションっていうのは、まだ札幌に比べればあるかなと思っておりまして、やはり先

ほど加藤さんの方からもお話がありましたけれども、ケアラーズカフェの設置だとか、

あるいはふれあいサロン、こういうものを地域住民の方が自ら運営していただけるよう

に、そういった仕掛けを、町や社会福祉協議会が地域に入っていって、いろんな方と膝

を交えながら話しをして設置をしていただく。 

そういう気軽に高齢者や、介護する方、介護される方が集えるような場所を設置して、

それぞれの役割を持たしてやるということで、ケアラー支援と地域コミュニティの開発

を合わせもってやっているということもあります。 

そういった場所も広く作っていきたいと思っており、本町の場合は 4 ヶ所ぐらいしか

ないですけれども、来年にもう 1 ヶ所立ち上がる話があり、そうした形で地域コミュニ

ケーションの場を多く持ちたいなと思っております。以上です。 

中村座長 どうもありがとうございます。栗山の実践というのは、多分これからもいろんな面で

の事例になってくるかと思いますが、先ほど小倉さんが発言していただいたとおり、住

民相互も含めて、地域の様々な機関が関わる地域づくりということは、大変重要なポイ

ントになってくると感じています。 

栗山の方での第 1 回目のサポーター養成研修について、私もさせていただいたのです

が、その時の参加者の方で、地域の歯科医院の歯科衛生士さんが皆さん参加されて、本

人たちからお話を聞かせていただくと、地域に出向いて診療をしていて、その世帯に関

わる中で、自分たちもそういうケアを必要な方々と関わる場面で、衛生士さんたちもそ

ういう認識を持っていて、そうした中での情報収集やその他の機関、福祉、教育とも繋

がっていきたいというお話もあって、そのような研修も受けてサポーターの一翼を担っ

ていただいたというところもございますので、地域の様々な方々の繋がりが重要なのか

なと感じておりました。 

その他いかがでしょうか。時間の関係もございますので、この地域づくりというとこ
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ろと、その他全体を通してでも結構ですので、ぜひとも、ご発言の方よろしくお願いし

たいと思います。松本先生どうぞ。 

松本副座長 この地域づくりを議論されていることは、むしろヤングケアラーよりは、例えば、認

知症の方々とか、これまでのいわゆる高齢者の方々の会合なんかをベースにしたような

ことが念頭にあるということだろうかということが一つと、もう一つは地域づくりや助

け合いというときに、精神障がいを持たれている方の場合とか、子どもの場合と違うよ

うなポイントもあるのかもしれないと思うので、そこはどのように考えたらいいかとい

うこと、もう一つは高齢者のケアのことに関して言うと、いろいろな先進事例だとか、

これまでもかなり取り組まれてきたことがあると思うのですけど、そうしたものの評価

というか、そういうものはどう考えたらいいのかという、そこに何かを足すということ

なのか、それともそれをもうちょっときちっと充実させていくということなのか。その

中でどう考えたら良いのかっていうのは、すいません、私もちょっと不勉強なので、教

えていただけるとありがたいです。 

中村座長 そうですね。事務局のスタッフからよろしいですか。 

事務局 

（杉本課長） 

松本先生どうもありがとうございました。 

まずは資料の作り方について最初に皆様からご意見いただいたところなのですけれ

ども、そういうことがありまして、私どもとしては、まずは、ヤングケアラーを含むケ

アラーに対するアプローチの仕方、あるいは、今現在、公的サービスについては実態調

査の中ではまあまあ満足しているというような評価がある程度あったのですけど、た

だ、現実としてケアラー支援というものを、一般の方々に広げていくためには、どうい

うことが効果的な形なのかという、そこの部分をどう私どもで、予算も含めて、あるい

は、実際にそのお金のかからない行動も含めて、どういう対応を検討していったらいい

のかという、そのような部分を、まず本日はご意見を全体的にいただいていく中で、次

回はその方もちょっとお示しさせていただこうと考えておりましたけれども、具体的な

高齢者あるいは障がい者の関係、あるいはヤングケアラーの関係ですとか、いろいろと

重なっているようで、重なってないものとかもあると思いますので、そこの部分を私ど

もでまた改めて整理をさせていただいた中で、ご議論いただきたいなと思っておりま

す。 

中村座長 それでは次に澤田委員、よろしくお願いいたします。 

澤田委員 

 

これまでの流れと少し違いますが、私のこの部分に対しての意見を述べさせていただ

きたいと思います。 

どう効果的にというお話の中で、困っている人がいたらどうするかというお話にあっ

て、本当にそこが緊急の課題だと思うのですけれども、一方で、私は先ほどの精神疾患

を持つ方の関わりということを考えたときに、一次的なベースの部分でのメンタルヘル

スリテラシーといいますか、精神疾患についてのインクルーシブな環境ということを、

作っていくことが、まず土台だなと考えています。 

特別なことではなくて、誰にでも起こることで、隠さなくてもいいことなのだという

風土は、いろんなネットワークの基盤になるのではないかと考えています。諸外国では
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メンタルヘルスリテラシー教育というものが進んでいて、精神疾患についての教育をも

子どもの頃から受けられる環境もありますので、なんか少し遠い話ですけれども、ネッ

トワークの基盤かなと思います。 

あと直接ケアラーとはあまり関係ないかもしれないですけど、私はこれからこういう

支援体制のベースになるものが、やはりトラウマインフォームドといって、傷ついた気

持ちに配慮した支援設計みたいなものですが、例えば、先ほど生きにくいお母さんたち

や親御さんは、そんな支援いりませんよってはね除けてしまって、支援は選択だってな

ってしまったら手は届かないですけれども、すごく傷ついて人を信じることができなか

った人たちだという理解で、もっと繋がりにくさにフォーカスした支援も必要だろうと

いうところで、トラウマインフォームドケアという言葉を今回は載せないにしても、そ

ういう支援基盤みたいなインクルーシブなものをもっと整えていく必要があるかなと

思いました。以上です。 

中村座長 どうもありがとうございます。 

これから考える部分での重要な考え方かと思います。 

事務局 

（吉田局長） 

今日はもうこの地域づくりの方はあまり時間がないのですけども、私が疑問に思って

いたのが、今回の高齢者に関するアンケート調査で、自分の話を聞いて欲しいという答

えが多かったのですが、ケアラー同士の交流というものは、それよりは少なかったので、

要は自分の話を聞いて欲しいというのが多くて、一方で松本先生がさっき仰っていまし

たけど、高齢の方はいろいろと取組があるといった中でも、ケアラーとなった時に、例

えば、私でいえば母のケアをするとなったときに、僕がケアラーとして集まるサロンに

行くというのは、あまりないのではないかなと思っています。 

上士幌町ではそういった自主的なサロンのような集まりがあるそうで、そういったも

のが必要なのだろうと思いつつ、一方で、一方的に話を聞いてくれる存在の方が良いと

いう結果があったので、どういう形のものがあったらいいのかなと思っています。 

例えば発達障がいのお子さんのいるご家庭について、ペアレントメンターというのを

道が進めているのですけど、それは傾聴なのです。聞く一方で、愚痴を聞きますよとい

う。例えば家庭の話とか、保健師の話とかの話をされたりもするようですが、ペアレン

トメンターは、決して私の時はこうした、といったようなことは言わないらしいのです。 

住民同士の支え合いというか、地域づくりのサロンをする上でも進めていったら良い

のかということと、どのような形が良いのかという、この助け合いというものが一つ。 

もう一つが、声掛けをして良いのかどうか、また声掛けするにはどういう注意が必要

かということも考えていました。ヤングケアラー、高齢者、障がいのある人のネットワ

ークというよりも、ヤングケアラーとか実際に相談に繋がっていない人たちに声掛けを

して、どのように困っていることを引き出してあげるかという、そういうネットワーク

づくりというのが必要なのではないかなと思ったのです。 

このネットワークというのは、高齢者、障がいのある人に限らず、子ども、精神障が

いの方も含めて困り感がある人がいて、共生社会といって理想論になるかもしれません

が、困っているのではないかとなったときに、誰かに繋げていくにはどうしたら良いか、
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時間の都合で次回の会議になってしまいますが、ご意見が欲しいなと思っています。 

このあいだ、ある町に行ったときに、認知症の方の体験実習のようなことを行ったと

いう話を聞いて、道路に認知症の人が徘徊している状況で、その時にどうやって声を掛

けようかということをやって、普通に声をかけるとそのまま行ってしまうと、だから、

声をかける方もこういう視点で声かけをして、こういう行動があったらこうだって気づ

くといった時に、別にいま認知症の方への対応について議論するつもりはないのです

が、ネットワークづくりというのは、どういう視点で困り感がある人を一人でも多く繋

げて、あるいは愚痴を聞くということでも良いのですけど、そういったことをやってい

かないといけないのではないかなと思っています。 

また時間がある時にメール等でも構いませんので、教えていただければと思っていま

す。 

中村座長 吉田局長の方からもご発言がございましたがいかがでしょうか。 

西村委員お願いします。 

西村委員 地域づくりというのは漠然としているのですけど、認知症に限って言えば、認知症は

まだまだ偏見があるということで、私たち家族会では、道からの委託を受けて、正しく

理解するための啓発活動ということで道内各所を回っています。 

その中では、もっと早くこういう研修があれば、家族に対してもっと優しくなれたと

か、それを一つのきっかけとして地域づくりって大事だよねという話や、元気な時から

必要だよね、というような、一つのきっかけとして行っているんですよね。 

まだまだ偏見もありますけど、そこでいろいろやった結果、住民の方たちで凄く広が

っていったというケースもあるので、市町村によっても様々ですし、そこに熱心な保健

師さんがいれば広がっていきます。 

そういう場所があるとか、偏見を皆で取り除こうねというきっかけづくりということ

が一つ必要ですし、そこに行ったら話を聞いてもらうとか、そういう場所にもなるかな

と思います。地域づくりっていうのは、全部この方法というわけではないと思うんです

よね。だからそれぞれの市町村の中で、どのようにやっていけるかということだと私は

思います。 

事務局 

（吉田局長） 

それから、課の中で話をしていたのですけど、例えばヤングケアラーに地域で声をか

けていくには、学校がやっぱり一番じゃないかと、素人ながら話しをしていて、それで

も学校だけでは難しいのではないかと言ったときに、例えば、そこに大学生とか、地域

の若者とか、部活のＯＢとか、そういう人達が相談役になれば、ツールの一つというこ

となのですけども、そういったきっかけで入っていけないかなと話をしていました。 

そうした関係をネットワークづくりと言って良いのかわからないのですが、そういう

仕掛けもなかなか考えが浮かばなくて。そういう議論も普段からしているのですけど

も、なんかこう良いお知恵があれば、教えていただきたいなと思いながら、いつも考え

ております。 

中村座長 大変恐縮なのですけれども時間の関係もございますので、この議論につきましては、

また次回という部分もございますので、どうしても今日この場でのご発言があれば、お
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伺いしたいと思いますがいかがでしょうか。 

貴重なご意見をいろいろといただきまして、大変ありがとうございました。 

全体的に聞かせていただくと、最初の小倉委員の理解促進・普及啓発。これは、何を

理解して欲しいのか、何を誰に向けてというところは、今日全体を通して、澤田委員の

ご発言もございましたし、西村委員のご発言を含めて、偏見の問題ということもあって、

そういったことも理解促進というところに繋がっていて、北海道として条例を作ってい

く上での重要なファクターになってくると感じました。 

この続きの話につきましては、次回にまた進めさせていただきたいと思いますので、

今日の会議はこれで締めさせていただきたいと思います。 

十分な皆様方のご発言をいただく時間を取れなくて、大変申し訳なく思ってございま

す。事務局の方にお返しいたします。 

事務局 

（杉本課長） 

皆様たくさんご意見をいただきましてありがとうございました。 

本当に時間がまだまだちょっと足りない中で、これから私どもも検討を進めていかな

ければならない、あるいは実行に移すための検討を進めていかなければならないわけで

すけれども、その中での参考とさせていただきますが、人づくり、あるいは場所づくり、

それに対する繋げ方というものが、非常に私どもも悩んでいるところで、地域づくりと

ありましたのは、やはりケアラー自身も住民でございますので、一番身近な相談場所、

あるいは頼れる場所というのは、地域にかかっていると思っております。 

その中で、私どもがどのようなアプローチをできるのか、あるいはどういうようなこ

とが必要なのかということを、今後とも皆様のご意見を頂戴いたしながら、検討して参

りたいと思いますので、次回またよろしくお願いいたします。 

次回につきましては、改めて日程調整をさせていただきますけれども、今のところ

11 月の中旬または下旬くらいを予定しております。ご多忙のところ大変恐縮でござい

ますけれども、引き続きご協力いただければと存じます。 

それでは本日はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。 

 


